
平成１８年事企法―６６８ 新旧対照表（平成３０年事企法―２９関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１ 人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期間 １ 人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期間

）（以下「規則１―３４」という。）第３条の人 ）（以下「規則１―３４」という。）第３条の人

事院が定める人事管理文書（規則１―３４第２条 事院が定める人事管理文書（規則１―３４第２条

に規定する人事管理文書をいう。以下同じ。）は に規定する人事管理文書をいう。以下同じ。）は

、次の表に掲げる人事管理文書とし、その保存期 、次の表に掲げる人事管理文書とし、その保存期

間は、その区分に応じ、それぞれ同表の基準日の 間は、その区分に応じ、それぞれ同表の基準日の

欄に掲げる日の属する年度の翌年度の４月１日（ 欄に掲げる日の属する年度の翌年度の４月１日（

同日以外の日を起算日とすることが人事管理文書 同日以外の日を起算日とすることが人事管理文書

の適切な管理に資すると認められる場合には、同 の適切な管理に資すると認められる場合には、同

欄に掲げる日から１年以内の日）から起算して同 欄に掲げる日から１年以内の日）から起算して同

表の保存期間の欄に掲げる期間（当該期間以上の 表の保存期間の欄に掲げる期間（当該期間以上の

期間保存することが人事管理文書の適切な管理に 期間保存することが人事管理文書の適切な管理に

資すると認められる場合には、当該期間以上の期 資すると認められる場合には、当該期間以上の期

間）とする。 間）とする。

人事管理文書の区分 基準日 保存期間 人事管理文書の区分 基準日 保存期間

人事院規則 （略） （略） （略） 人事院規則 （略） （略） （略）

８―１２（ ８―１２（

職員の任免 職員の任免

）の運用に ）の運用に

ついて（平 ついて（平

成２１年３ 成２１年３

月１８日人 月１８日人

企―５３２ 企―５３２

） ）

給実甲第１ 通知書等の写し 通知した ５年 （新設）

２４３号（ 日

給与法附則

第８項の規

定により給

与が減ぜら

れて支給さ

れることが



なくなるこ

とに伴う職

員に対する

通知につい

て）

給実甲第１ 通知書等の写し 通知した ５年 （新設）

２４４号（ 日

平成２６年

改正法附則

第７条の規

定による俸

給が支給さ

れなくなる

ことに伴う

職員に対す

る通知につ

いて）

給実甲第１ その他の事項の 通知した ５年 （新設）

２４５号（ 通知書等の写し 日

平成３０年

４月１日に

おける号俸

の調整の運

用について

）

（削る） 給実甲第２ 附則第８項関係 通知した ５年

８号（一般 の通知書等の写 日

職の職員の し

給与に関す

る法律の運

用方針）

（削る） 給実甲第１ 通知書等の写し 通知した ５年

２３０号（ 日

平成２９年

改正法の施



行に伴い平

成２６年改

正法附則第

７条の規定

による俸給

の額が減少

した場合に

おける職員

に対する通

知について

）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

給実甲第３ （略） （略） （略） 給実甲第３ （略） （略） （略）

２７号（免 ２７号（免

許所有者の 許所有者の

経験年数の 経験年数の

取扱いにつ 取扱いにつ

いて） いて）

（削る） 給実甲第１ その他の記録の 作成の日 １０年

０１３号（ 文書等

人事院規則 その他の通知の 通知した ５年

９―８―５ 文書等の写し 日

７（人事院

規則９―８

（初任給、

昇格、昇給

等の基準）

の一部を改

正する人事

院規則）の

運用につい

て）

（削る） 給実甲第１ 第１項又は第２ 取得の日 ５年

０９６号（ 項の承認に関す

人事院規則 る文書等



１―５４附

則第２条の

「人事院が

定める職員

」及び「人

事院が定め

る額」につ

いて）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

給実甲第１ （略） （略） （略） 給実甲第１ （略） （略） （略）

０７８号（ ０７８号（

本府省業務 本府省業務

調整手当の 調整手当の

運用につい 運用につい

て） て）

（削る） 給実甲第１ その他の事項第 作成の日 １０年

１８１号（ ２項の調書等

人事院規則 第３条関係第２ 取得の日 ５年

９―１３９ 項若しくは第３

（平成２６ 項第４号又は第

年改正法附 ４条関係第２項

則第７条の の承認に関する

規定による 文書等

俸給）の運 その他の事項第 通知した ５年

用について １項の通知書等 日

） の写し

（削る） 給実甲第１ その他の事項の 取得の日 ５年

２００号（ 承認に関する文

人事院規則 書等

９―１４１

（平成２７

年勧告改正

法の施行に

伴う給与の

支給等の特



例）の運用

について）

（削る） 給実甲第１ 第４条関係第２ 取得の日 ５年

２１９号（ 項の協議に関す

人事院規則 る文書等

９―１４２ その他の事項の

（平成２８ 承認に関する文

年改正法の 書等

施行に伴う

給与の支給

等の特例）

の運用につ

いて）

（削る） 給実甲第１ 第４条関係第２ 取得の日 ５年

２３１号（ 項の協議に関す

人事院規則 る文書等

９―１４３ その他の事項の

（平成２９ 承認に関する文

年改正法の 書等

施行に伴う

給与の支給

等の特例）

の運用につ

いて）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）


